
障
害
児
福
祉
手
当

特
別
障
害
者
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

国
民
年
金
で
足
り
な
い
生
活
費
は
、

自
分
で
準
備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
＋
農
業
者
年
金
で
、
安
心

で
豊
か
な
老
後
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。

◎
農
業
者
年
金
と
は

・
積
立
方
式
の
確
定
拠
出
型
年
金
（
自

分
の
年
金
原
資
を
自
分
で
積
立
て
）

◎
加
入
で
き
る
方
は

・
20
歳
以
上
60
歳
未
満
で
あ
る
。

・
国
民
年
金
の
加
入
者
（
免
除
中
の
方

は
除
き
ま
す
）

・
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す
る

◎
毎
月
の
保
険
料
は

・
２
万
円
か
ら
６
万
７
千
円
ま
で
（
千

円
単
位
で
決
め
ら
れ
ま
す
）

・
支
払
っ
た
保
険
料
は
、
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
（
所
得
控
除
）
の
対
象

◎
年
金
の
受
給
は　

・
65
歳
か
ら
老
齢
年
金
と
し
て
生
涯
受

給
で
き
ま
す
。
80
歳
前
に
亡
く
な
っ
た

場
合
は
、
80
歳
ま
で
に
受
け
取
れ
る
は

ず
だ
っ
た
老
齢
年
金
が
、
死
亡
一
時
金

と
し
て
遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

・
要
件
を
満
た
す
農
業
の
担
い
手
と
な
る
方
に

は
、
国
か
ら
の
保
険
料
補
助
が
あ
り
ま
す
。

　

経
営
移
譲
年
金
を
受
け
て
い
る
方
が

次
に
該
当
し
て
い
る
と
き
は
、
経
営
移

譲
年
金
は
支
給
停
止
に
な
り
ま
す
の

で
、
農
業
委
員
会
に
お
申
し
出
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
支
給
停
止
期
間
に
該
当
し
て

い
る
受
給
済
の
経
営
移
譲
年
金
を
返
還

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

１
、
農
地
を
買
っ
た
り
、
借
り
た
り
、

ま
た
は
貸
付
地
の
返
還
を
受
け
て

農
業
を
再
開
し
た
と
き

２
、
農
業
生
産
法
人
の
社
員
、
組
合
員

ま
た
は
株
主
に
な
っ
た
と
き

３
、
後
継
者
に
貸
し
付
け
し
て
、
経
営

移
譲
し
た
農
地
等
の
返
還
を
受
け

た
り
、
後
継
者
が
そ
の
権
利
を
他

の
者
に
移
転
ま
た
は
設
定
し
た
り

し
た
と
き

「
農
業
者
年
金
」
加
入
者
募
集
! !

 

問
い
合
わ
せ　

国
東
市
農
業
委
員
会　

　
　

☎
０
９
７
８

－

72

－

１
１
１
１

安
心
し
た
老
後
の
生
活
を

送
る
た
め
に
、
農
業
者
年
金
に

加
入
し
ま
せ
ん
か
？

経
営
移
譲
年
金
の

受
給
要
件
は
大
丈
夫
で
す
か
？

　

20
歳
以
上
の
在
宅
の
方
で
、
著
し
く

重
度
の
心
身
障
が
い
等
が
あ
り
日
常
生

活
に
お
い
て
常
時
特
別
の
介
護
を
必
要

と
す
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。（
所
得

制
限
に
該
当
す
る
方
、
施
設
等
に
入
所

さ
れ
て
い
る
方
な
ど
に
は
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
）

　

手
当
月
額　

２
６
、４
４
０
円

　

20
歳
未
満
の
在
宅
の
方
で
、
重
度
の

心
身
障
が
い
等
が
あ
り
日
常
生
活
に
お

い
て
常
時
の
介
護
を
必
要
と
す
る
児
童

に
支
給
さ
れ
ま
す
。（
所
得
制
限
に
該

当
す
る
方
、
施
設
等
に
入
所
さ
れ
て
い

る
方
な
ど
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
）

　

手
当
月
額　

１
４
、３
８
０
円

　

精
神
、
知
的
又
は
身
体
に
中
程
度
以

上
の
障
が
い
が
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童

を
監
護
す
る
父
母
、
又
は
養
育
者
に
支

給
さ
れ
ま
す
。（
所
得
制
限
に
該
当
す

る
方
、
対
象
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
等

に
入
所
し
て
い
る
方
な
ど
に
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
）

　

手
当
月
額

　

１
級
障
が
い 

５
０
、７
５
０
円

　

２
級
障
が
い 

３
３
、８
０
０
円

 

問
い
合
わ
せ　

福
祉
対
策
課　

障
が
い
福
祉
班　

　
　

☎
０
９
７
８

－

72

－

５
１
６
４

国
見
総
合
支
所　

地
域
市
民
健
康
課

　
　

☎
０
９
７
８

－

82

－

１
１
１
２

武
蔵
総
合
支
所　

地
域
市
民
健
康
課

　
　

☎
０
９
７
８

－

68

－

１
１
１
２

安
岐
総
合
支
所　

地
域
市
民
健
康
課

　
　

☎
０
９
７
８

－

67

－

１
１
１
４

障
が
い
の
あ
る
方
に
対
す
る
各
種
手
当
を

ご
存
知
で
す
か

「
農
業
者
年
金
」
加
入
者
募
集
! !

�


